
土 木 学 会 の 動 き

土
木
技
術
者
資
格
と
キ
ャ
リ
ア
パ
ス

　

土
木
学
会
の
資
格
制
度
は
、①
土
木
技
術
者
を

正
し
く
評
価
し
、活
用
す
る
仕
組
み
づ
く
り
、②
土

木
技
術
者
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
提
示
、③
土

木
技
術
者
の
継
続
的
な
技
術
レ
ベ
ル
の
向
上
の
三
つ

の
目
的
を
も
っ
て
創
設
さ
れ
た
。こ
の
資
格
制
度

は
、土
木
技
術
者
に
と
っ
て
継
続
的
な
技
術
レ
ベ
ル

の
向
上
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
、土
木
技
術
者
の

技
量
・
力
量
に
は
段
階
が
あ
っ
て
、技
術
レ
ベ
ル
の
向

上
に
は
、成
長
過
程
に
応
じ
た
評
価
と
と
も
に
、成

長
過
程
に
ふ
さ
わ
し
い
立
場
と
資
格
が
必
要
で
あ

る
こ
と
、土
木
学
会
が
土
木
技
術
者
を
評
価
し
、そ

の
結
果
を
広
く
社
会
に
活
用
い
た
だ
く
こ
と
、そ
し

て
、土
木
技
術
者
が
ま
さ
に「
顔
の
見
え
る
土
木
技

術
者
」と
し
て
多
く
の
国
民
か
ら
理
解
さ
れ
る
こ

と
、こ
う
し
た
想
い
を
も
っ
て
運
営
さ
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、土
木
学
会
誌
2
0
1
1
年
4

月
号
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、「
土
木
技
術
者
の
一
生

に
わ
た
る
技
術
研
鑽
と
連
動
し
た
仕
組
み
」と
し

て
は
必
ず
し
も
十
分
に
は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。土

木
技
術
者
の
全
体
像
を
描
き
き
れ
て
い
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
の
思
い
が
あ
る
。4
ラ
ン
ク
の
階

層
性
を
持
た
せ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、各
ラ
ン
ク
が

具
体
的
に
、ど
の
よ
う
な
技
量
や
力
量
を
も
っ
た
土

木
技
術
者
を
想
定
し
て
い
る
か
が
見
え
な
か
っ
た

た
め
で
は
な
い
か
と
も
思
う
。こ
う
し
た
反
省
に

立
っ
て
、技
術
者
資
格
委
員
会
で
は
、土
木
技
術
者

の
生
涯
を
通
じ
た
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
観
点
か
ら
、実

社
会
に
お
け
る
土
木
技
術
者
の
責
任
と
権
限
や
活

躍
の
場
を
考
慮
し
、実
務
の
世
界
を
六
つ
の
段
階

区
分（
グ
レ
ー
ド
）に
分
け
、こ
れ
ら
に
対
応
す
る
土

木
学
会
認
定
土
木
技
術
者
資
格
を
明
確
に
し
た
。

こ
れ
が
、理
事
会
に
提
案
さ
れ
た「
土
木
技
術
者
グ

レ
ー
ド 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
表
1
）で
あ
る
。

　

企
業
等
で
は
、人
材
育
成
を
含
む
人
事
制
度
の

な
か
で
、昇
進
・
昇
格
な
ど
に
あ
た
り
、役
職
に
ふ
さ

わ
し
い
専
門
資
格
の
保
有
の
有
無
を
確
認
し
た

り
、特
定
の
資
格
を
昇
格
の
参
考
に
し
た
り
す
る

例
が
見
ら
れ
る
。企
業
等
の
成
長
に
は
人
材
育
成

や
適
切
な
人
事
評
価
が
不
可
欠
で
あ
り
、人
事
評

価
に
あ
た
り
ど
の
よ
う
な
評
価
尺
度
を
導
入
す
る

か
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。「
土
木
技
術
者

グ
レ
ー
ド 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」は
こ
う
し
た
課
題
に
対

す
る
一
つ
の
解
決
策
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
土
木
技
術
者
グ
レ
ー
ド 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」で

は
、年
齢
の
目
安
と
と
も
に
、各
グ
レ
ー
ド
が
想
定

す
る
技
術
者
像
や
技
術
者
の
具
体
的
な
肩
書
き

の
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。官
庁
技
術
者
、民
間
技

術
者
、教
育
・
研
究
者
に
大
く
く
り
し
、ま
た
、民

間
技
術
者
で
は
、（
1
）電
力
会
社
、（
2
）鉄
道
会

社
、（
3
）建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、（
4
）建
設
業
に

分
け
て
い
る
。各
組
織
・
企
業
に
お
い
て
、各
部
門

の
技
術
者
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
示
さ
れ
る
技
術
者

の
イ
メ
ー
ジ
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

そ
う
す
れ
ば
、六
つ
の
グ
レ
ー
ド
の
妥
当
性
を
ご

理
解
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

ま
た
、図
1
は
、こ
の「
土
木
技
術
者
グ
レ
ー
ド 

土
木
学
会
認
定
土
木
技
術
者
資
格
制
度

土
木
技
術
者
資
格
と
キ
ャ
リ
ア
パ
ス

│
土
木
技
術
者
グ
レ
ー
ド 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
提
案
│

技
術
推
進
機
構

土
木
技
術
者
資
格
委
員
会 

委
員
長

依
田 

照
彦
　（
フ
ェ
ロ
ー
会
員
　
特
別
上
級
土
木
技
術
者
　
早
稲
田
大
学 

教
授
）
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グレード5 グレード6
45歳～ 50歳～

複数の専門分野での高度な知識と経
験を基に、重要なプロジェクトの責任者
として事業を遂行することのできる土木
技術者

専門分野における国内でトップレベルの
能力に加え、豊富な実務経験と広範な見
識を有する、いわば各資格分野で日本を
代表する土木技術者

○官庁技術者
（1） 国交省：本省の課長・室長、企画官

等、整備局の部長、大事務所の所
長、研究所の研究監、部長、所長など

（2） 地方自治体：本庁の統括課長、部長、
参事、技監、事務所長など

○民間技術者
（1） 電力会社：グループマネージャーなど
（2） 鉄道会社：次長、課長など
（3） 建設コンサルタント：主幹、技師長、部

長、部長代理、次長、担当課長、課
長、グループ長など

（4） 建設業：部長、担当部長、グループ
長、課長、現場所長、現場副所長、現
場次長、上席研究員など

○ 教育・研究者：准教授、教授など

○官庁技術者
（1） 国交省：本省の局長、審議官、整備局

の局長、副局長、研究所の研究監、
部長、所長など

（2） 地方自治体：本庁、部長、局長、技監
など

○民間技術者
（1）電力会社：部長など
（2）鉄道会社：部長など
（3） 建設コンサルタント：技師長、支店長、

支社長、本部長、副本部長、部門長、
事業部長、部長など

（4） 建設業：本部長、支店長、技術研究所
長、副本部長、副支店長、支店次長、
統括技師長、技師長、技術研究所
副所長、技術研究所次長、主席研究
員、土木部長、管理部長、設計部長な
ど

○ 教育・研究者：教授など

上級土木技術者 特別上級土木技術者

複数の専門分野における高度な知識、あ
るいは少なくとも1つの専門分野における
豊富な経験に基づく見識を有し、重要な
課題解決に対してリーダーとして任務を遂
行する能力

専門分野における高度な知識および豊
富な経験に基づく広範な見識により、日
本を代表する技術者として土木界さらに
は社会に対して、多面的に貢献できる能力
（※欄外の注を参照のこと）

・ 【コースA】実務経験年数が12年以上
あること。ただし、大学院在籍も実務経
験と見なす。
・ 【コースB】実務経験年数が12年以上
あり（ただし、大学院在籍も実務経験と
見なす。）、受験対象者の業務経験とし
ては、責任ある立場で5年以上の経験
年数を有していることが必要。また、技術
レベルとしては、担当プロジェクトの遂行
に際し、必要技術に関する十分な知識
を有するとともに、的確な判断力、マネジ
メント力により、責任ある立場で統括でき
る技術者であることを想定している。

以下のすべてを満たす方。
・ 実務経験年数が17年以上あること。
・ （原則として）上級土木技術者資格を
持っていること。

12年以上（35歳～） 17年以上（40歳～）

公共工事の発注者支援業務の管理技術者（各地方整備局、地方自治体、水資源
機構、都市再生機構）、一般競争入札における管理技術者（水資源機構）、建設コン
サルタント業務のプロポーザルや入札での評価対象技術者資格（関東地整）、責任
技術者（コンクリート標準示方書規定）、技術者（鋼・合成構造標準示方書規定）

技術士



ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」に
基
づ
く
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
イ

メ
ー
ジ（
図
の
役
職
は
、民
間
企
業
の
一
例
）で
あ

る
。全
土
木
技
術
者
の
総
数
を
約
20
万
人
と
想

定
し
、そ
の
う
ち
の
8
割
程
度
が
土
木
学
会
認
定

土
木
技
術
者
資
格
の
対
象
者
と
仮
定
し
、各
資

格
の
人
数
を
試
算
し
て
い
る
。

　

グ
レ
ー
ド
と
の
関
係
で
言
え
ば
、グ
レ
ー
ド
1

お
よ
び
グ
レ
ー
ド
2
が「
2
級
土
木
技
術
者
」に
、

グ
レ
ー
ド
3
と
グ
レ
ー
ド
4
が「
1
級
土
木
技
術

者
」に
、グ
レ
ー
ド
5
が「
上
級
土
木
技
術
者
」に
、

そ
し
て
グ
レ
ー
ド
6
が「
特
別
上
級
土
木
技
術

者
」に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
。言
い
換
え
れ

ば
、土
木
学
会
の
土
木
技
術
者
資
格
を
持
つ
こ
と

に
よ
っ
て
自
ら
が
ど
の
グ
レ
ー
ド
の
土
木
技
術
者

で
あ
る
か
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

従
来
の
土
木
学
会
の
認
定
技
術
者
審
査
は
、

資
格
に
よ
っ
て
は
合
格
率
が
必
ず
し
も
高
く
な

く
、難
し
い
試
験
と
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
い
る

方
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。そ
れ
は
、特
別
上
級
か

ら
2
級
ま
で
の
各
資
格
に
要
求
さ
れ
る
能
力
は

定
義
さ
れ
て
い
た
が
、ど
の
よ
う
な
技
術
者
を
具

体
的
に
想
定
し
て
い
る
か
を
示
し
て
こ
な
か
っ
た

こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

　

2
0
1
1
年
度
の
資
格
審
査
か
ら
、他
の
資
格

（
当
面
、技
術
士
と
R
C
C
M
）の
保
有
を
積
極

的
に
考
慮
す
る
こ
と
に
し
た
。こ
れ
は
、当
該
資

格
の
保
有
は
す
で
に
所
定
の
グ
レ
ー
ド
に
相
当
す

る
こ
と
の
証
左
と
考
え
、土
木
学
会
の
資
格
審
査

で
は
、各
資
格
に
つ
い
て
、た
と
え
ば
、上
級
土
木

技
術
者
審
査
で
あ
れ
ば
、「
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
任

務
を
遂
行
す
る
能
力
」の
確
認
を
、1
級
土
木
技

術
者
審
査
で
あ
れ
ば
、「
自
己
の
判
断
で
任
務
を
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項　目 グレード1 グレード2 グレード3 グレード4
年齢の目安 学卒～ 28歳～ 30歳～ 40歳～

技術者像

土木技術に関して一定の基礎的知見を
有する土木技術者

土木技術に関して一定の基礎的知見に
加え実務に基づく範囲の専門的知見を
有する土木技術者

実務経験を経て、責任を持って業務を遂
行する能力を有する土木技術者

実務経験を経て、責任を持って業務を遂
行する能力を有する土木技術者

技術者の具体例
（肩書例）

○官庁技術者
（1） 国交省：本省、整備局、事務所の担

当職
（2） 地方自治体：本庁、事務所の主事など

○民間技術者
（1） 電力会社：担当職など
（2）鉄道会社：課員など
（3） 建設コンサルタント：技師、担当職補

助、技術補助など
（4） 建設業：担当職など

○ 教育・研究者：研究員、技術職員など

○官庁技術者
（1） 国交省：本省係長、整備局係長、事

務所の課長、研究所の研究官
（2） 地方自治体：本庁、事務所の主任など

○民間技術者
（1） 電力会社：副主任、担当職など
（2） 鉄道会社：課員、主任など
（3） 建設コンサルタント：技師、担当職、技

術補助、主任など
（4） 建設業：担当職、主任など

○ 教育・研究者：助教、技術職員など

○官庁技術者
（1） 国交省：本省の課長補佐、整備局の

課長補佐、課長、事務所の調整官
等、研究所の主任研究官

（2） 地方自治体：本庁、課長補佐、主任、
係長、事務所の課長など

○民間技術者
（1）電力会社：主任など
（2）鉄道会社：係長など
（3） 建設コンサルタント：技術主幹、係長な
ど

（4） 建設業：主任、係長など

○ 教育・研究者：助教、講師など

○官庁技術者
（1） 国交省：本省の専門官、整備局の調

整官等、事務所の副所長、所長、研
究所の主任研究官、室長

（2） 地方自治体：本庁、課長、事務所の課
長など

○民間技術者
（1）電力会社：副長など
（2） 鉄道会社：副課長、担当課長、課長

代理など
（3） 建設コンサルタント：担当部長、部長

代理、次長、副主幹、技術主監、課
長、担当課長、課長補佐、グループ
長、グループリーダーなど

（4） 建設業：次長、課長、副課長、課長代
理、担当課長、現場課長、現場課長
代理、主任研究員など

○ 教育・研究者：講師、准教授など

土木学会認定
土木技術者資格 2級土木技術者 2級土木技術者 1級土木技術者 1級土木技術者

資格に要求される
専門的能力

土木技術者として必要な基礎知識を有
し、与えられた任務を遂行する能力

土木技術者として必要な基礎知識を有
し、与えられた任務を遂行する能力

少なくとも1つの専門分野における高度な
知識を有し、自己の判断で任務を遂行す
る能力

少なくとも1つの専門分野における高度な
知識を有し、自己の判断で任務を遂行す
る能力

受験資格

・ 大学院、大学、短期大学専攻科または高等専門学校専攻科に在籍、または
それらを卒業していること。ただし、資格登録時には、日本技術者教育認定機構
（JABEE）の認定プログラムを修了もしくはそれと同等で、1年以上の実務経験年
数（大学院在籍も実務経験と見なす）を有していることが必要。

・ 【コースA】実務経験年数が7年以上あること。ただし、大学院在籍も実務経験と
見なす。
・ 【コースB】実務経験年数が7年以上あり（ただし、大学院在籍も実務経験と見な
す。）、受験対象者の業務経験としては、責任ある立場で3年以上の経験年数を有
していることが必要。また、技術レベルとしては、比較的小規模なプロジェクト、ある
いは相当規模のプロジェクトの一部をなす業務の遂行に際し、自らの知識と経験に
基づき、的確な判断ができる技術者であることを想定している。

所要実務経験年数
（ ）最早の場合の受験
年齢

1年以上 7年以上（30歳～）

資格活用状況

入社時の基礎的専門能力評価（エント
リーシートへの記入）

専門基礎力の達成度評価 公共工事の発注者支援業務の管理技術者（各地方整備局、地方自治体、水資源
機構、都市再生機構）、一般競争入札における管理技術者（水資源機構）、建設コン
サルタント業務のプロポーザルや入札での評価対象技術者資格（関東地整）、技術者
（鋼・合成構造標準示方書規定）

他の資格との関係 修習技術者、技術士補 技術士、RCCM

※特別上級土木技術者が満たすべき5つの要件（これらの要件を参考に、個々の技術者の特徴を適正に評価する必要がある。）

（1）〔技術者としての倫理観が確立されている〕技術者として確固たる倫理観を持ち、技術の行使にあたって常に自己を律する姿勢を堅持できる技術者であること。
（2）〔専門分野における高度な知識・経験を有している〕土木界の進歩にとって不可欠な高度な知識や、深い経験を持つ技術者であること。 
（3）〔土木に関する幅広い見識を有している〕土木に関して、歴史･文化そして国際分野など幅広い知識・見識を持つ技術者であること。
（4） 〔組織・プロジェクトを総合的にマネジメントすることができる〕多くの技術者によって成り立つ組織を統括でき、プロジェクトを円滑にかつ確実に進めるための総合的な管理運営能力を有する技術者であること。
（5） 〔培ってきた技術・経験をもって教育・指導や社会貢献ができる〕培ってきた技術・経験により土木界の後進に対して教育・指導ができ、積極的に土木界、社会に貢献できる技術者であること。

表1　土木技術者グレード ガイドライン（案）
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表2　2011年度の土木技術者資格審査のご案内

　2011年度の土木学会認定土木技術者資格審査の概要についてお知
らせします。（詳細は、技術推進機構・技術者資格制度のホームページに
掲載しております。http://www.jsce.or.jp/opcet/）

● 受験申込み期間：6月1日（水）～6月30日（木）（受験申込みは、前記ホー
ムページからのみ可能です。）
●2011年度の審査日程：
①特別上級土木技術者 口頭試問：11月19日（土）
②上級土木技術者（コースA） 筆　　記：9月3日（土） 
 口頭試問：11月～ 12月の土曜日
③ 上級土木技術者（コースB）  口頭試問：10月～ 12月の土曜日、日曜日

（分野毎に日程を設定）
④ 1 級土木技術者（コースA） 筆　　記：9月3日（土）
⑤ 1 級土木技術者（コースB）  口頭試問：10月～ 12月の土曜日、日曜日

（分野ごとに日程を設定）
⑥ 2 級土木技術者（土木技術検定試験）： 
   CBT方式により全47都道府県の指定試

験会場で通年受験可能。
●受験資格：
すべての資格で土木学会の会員でない方も受験できます。また、特別上
級土木技術者資格以外の資格については、下位の資格を保有していな
くても、直接受験することができます。

各資格の受験資格は以下のとおりです。
（1）特別上級土木技術者資格：
•実務経験年数が17年以上あること。（注1）

•上級土木技術者資格を持っていること。
（2）上級土木技術者資格
【コースA】
•実務経験年数が12年以上あること。（注1）

【コースB】
•実務経験年数が12年以上あること。（注1）

• 受験対象者の業務経験としては、責任ある立場で5年以上の経験年
数を有していることが必要です。
• 特別上級土木技術者資格もしくは上級土木技術者資格の認定者、ま
たは技術者としての経験が17年以上で受験者の技術力を評価できる
方の推薦が必要です。（注2）

（3）1級土木技術者資格
【コースA】
•実務経験年数が7年以上あること。（注1）

【コースB】
•実務経験年数が7年以上あること。（注1）

• 受験対象者の業務経験としては、責任ある立場で3年以上の経験年
数を有していることが必要です。
• 特別上級土木技術者資格もしくは上級土木技術者資格の認定者、ま
たは技術者としての経験が12年以上で受験者の技術力を評価できる
方の推薦が必要です。（注2）

（4）2級土木技術者資格
　コンピュータを利用した【土木技術検定試験】を導入（2011年4月から
実施中）し、その結果を「2級土木技術者資格」の認定に用います。資格
登録時には、日本技術者教育認定機構（JABEE）の認定プログラムを修
了もしくはそれと同等で、かつ1年以上の実務経験年数（注1）を有しているこ
とが必要です。

（注1）大学院在籍も実務経験とみなします。
（注2）2011年度の各資格の審査方法の詳細については、各資格の受験
案内書をご覧ください。「上級土木技術者資格」と「1級土木技術者資格」
の審査では、技術士などの資格の有無により、一部の試験や推薦文の提
出を免除します。

図1　土木技術者のキャリアパス

※専門的能力の定義（土木学会認定土木技術者資格制度による）
A  専門分野における高度な知識および豊富な経験に基づく広範な見識により、日本を代表する技術者として
土木界さらには社会に対して、多面的に貢献できる能力

B  複数の専門分野における高度な知識、あるいは少なくとも１つの専門分野における豊富な経験に基づく見
識を有し、重要な課題解決に対してリーダーとして任務を遂行する能力

C 少なくとも１つの専門分野における高度な知識を有し、自己の判断で任務を遂行する能力
D 土木技術者としての必要な基礎知識を有し、与えられた任務を遂行する能力
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写真1　受験案内ポスター

■編集： 鋼構造委員会 「鋼斜張橋 ─技術とその変遷─」改訂小委員会 
（委員長：オリエンタルコンサルタンツ　辰巳正明）

■2011年2月発行、A4判、273ページ、並製本、CD-ROM付
■定価：3,780円（本体3,600円＋税）→会員特価：3,410円※注

■送料：470円　ISBN 978-4-8106-0683-6

　土木学会では、斜張橋の設計、製作および架設についての知見、技術を総合的に集約した『鋼斜張橋 ─技術とそ
の変遷─』を、1990年に出版しました。以来、20年の間に著しい技術の進展があったことから、今回、その内容の改
訂、新たな情報を追加した「鋼斜張橋 ─技術とその変遷─2010年版」を出版しました。
　改訂においては、1990年以降に建設された国内外の90橋あまりの斜張橋の情報を紹介するとともに、高齢化を
迎えた斜張橋の維持管理技術、兵庫県南部地震以降の耐震設計方法、耐震補強技術についても追加しています。
　なお、付録として、『鋼構造シリーズ5　鋼斜張橋 ─技術とその変遷─』1990年版を収録したCD-ROMを添付し
ています。

鋼構造シリーズ20

鋼斜張橋 ─技術とその変遷─［2010年版］
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土木学会 出版事業課 書籍販売係
TEL  03-3355-3445 ／ FAX  03-3355-6055
■Web注文　http://www.jsce.or.jp/publication/
■FAX注文　学会誌綴込み「図書注文書」をご使用ください

丸善出版（株）
TEL  03-6367-6038 ／ FAX  03-6367-6158
※注）丸善出版への注文には会員特価は適用されません


